
デイサービスセンターファミール  運営規程の概要その他重要事項  20260601 

事業所名 デイサービスセンターファミール  利用料 

 

※１の総単位数

（月）に１２．

０％を乗じた単

位数を「介護職

員等処遇改善加

算Ⅰロ」として

算定する。 

 

１ 介護保険給付対象サービスに係る費用 

（負担額は総単位数に１単位の単価 10円を乗じた額の１～３割） 

 ①-ア 介護サービス（単位／１日あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-イ 現行相当サービス対象者（単位／１月あたり） 

 はつらつｼﾆｱ

支援事業費 

一体的 

サービス提供 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制 

強化Ⅰ 
合計 

週１回利用の方 １,７９８ ４８０ ８８ ２,３６６ 

週２回 〃  ３,６２１ ４８０ １７６ ４,２７７ 

①-ウ 基準緩和型サービス対象者（単位／１月あたり） 

 はつらつｼﾆｱ

支援事業費 

一体的 

サービス提供  

ｻｰﾋﾞｽ提供体制 

強化Ⅰ 
合計 

週１回利用の方 １,２９０ ４８０ ８８ １,８５８ 

週２回 〃  ２,６２０ ４８０ １７６ ３,２７６ 

  ②その他の加算，減算 

   ・事業所が送迎を行わない場合 －４７単位（片道） 

   ・同一建物に居住する場合   －９４単位（１回） 

 

２ 介護保険給付対象外のサービスに係る料金 

 

 

 

 

 

 

 

３ 時間外サービスに係る料金 

  時間外サービス自己負担金額一覧表参照 

区分 
通所介護費 

７～８時間 

入浴介助 

加算Ⅰ 

ｻｰﾋﾞｽ提供 

体制強化Ⅰ 

個別機能 

訓練Ⅰイ 
合計 

要介護１ ６５８ ４０ ２２ ５６ ７７６ 

要介護２ ７７７ ４０ ２２ ５６ ８９５ 

要介護３ ９００ ４０ ２２ ５６ １,０１８ 

要介護４ １,０２３ ４０ ２２ ５６ １,１４１ 

要介護５ １,１４８ ４０ ２２ ５６ １,２６６ 

区  分 金     額 

食費 １食あたり ７８０円 

入浴費 １回あたり ５００円 

おむつ代 おむつ １２０円 ，パッド ３０円 

衛生材料費・教養娯楽費 実費相当額 

事業の種類 通所介護，介護予防事業所， 

はつらつシニア支援事業 

介護保険事業所番号 

１７７０３０００５９ 

 

事業所の所在地 石川県小松市安宅町ル１番地８  

管理者 管理者（兼 ケアハウスファミール施設長）  

連絡先 ＴＥＬ ０７６１－２４－８７０２ 

ＦＡＸ ０７６１－２４－８７０３ 

 

事業所の区分 併設型  

運営方針 １（１）指定通所介護の提供に当たっては，利用者が可能な限りその居

宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう，必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより，

利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の

家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

 

（２）指定介護予防通所介護又ははつらつシニア支援サービスの提供

に当たっては，利用者が可能な限りその居宅において，自立した日常

生活を営むことができるよう，必要な日常生活上の支援及び機能訓

練を行うことにより，利用者の心身機能の維持回復を図り，もって利

用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

 

２  関係市町村，地域の保健・医療・福祉サービス機関との綿密な連携

を図り，総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

サービス内容 健康チェック，機能訓練，日常生活動作に関する訓練，入浴，食事，送

迎，生活相談 

 

実施単位数 1単位 利用定員 ３５名  

営業日及び 

営業時間 

営    業    日 ：  月曜日～土曜日 

                    （１２月３１日から１月３日までを除く） 

営  業  時  間 ：  午前８時００分～午後５時４５分 

サービス提供時間 ：  午前９時１０分～午後４時１５分 

時間外ｻｰﾋﾞｽ提供時間 ：  午前８時００分～午後５時３０分 

 

通常の事業の 

実施地域 

小松市及び能美市  

従業者の職種， 

員数 

管理者 １人，生活相談員 １人以上，介護職員 ５人以上， 

看護職員兼機能訓練指導員 ２人以上，運転手 １人 

 

 苦情受付の体制 
１  当事業所における苦情の受付《TEL 0761-24-8702》 

① 苦情解決責任者：ケアハウスファミール施設長 

② 苦情受付担当者：生活相談員 

③ 第三者委員  ：社会福祉法人あさひ会 評議員 

２  当事業所以外の苦情申し立て窓口 

① 石川県福祉サービス運営適正化委員会  《TEL 076-234-2556》 

② 石川県国民健康保険団体連合会  《TEL 076-231-1110》 

③ 小松市長寿介護課              《TEL 0761-24-8149》 

緊急時・事故発

生時の対応方法 

１  サービスの提供中に容体の変化等があった場合は，事前の打ち合

わせにより，主治医，協力医療機関，救急隊，市町村，居宅介護支援事

業所，ご家族等へ速やかに連絡する。 

２  サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には，損害

賠償を速やかに行う。 

 

 


